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Ⅱ
女
性
の
活
躍
を
支
え
る
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
実
現

１
．
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

（
４
）
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
の
被
害
者
へ
の
支
援
の
充
実
等

②
婦
人
保
護
事
業
の
在
り
方
の
検
討

社
会
の
変
化
に
見
合
っ
た
婦
人
保
護
事
業
の
見
直
し
に
向
け
た
検
討
を
推
進
す
る
た
め
、
婦
人

相
談
所
等
に
お
け
る
支
援
の
内
容
等
を
中
心
と
し
た
実
態
把
握
を
行
う
。

女
性
活
躍
加
速
の
た
め
の
重
点
方
針

20
17
（
抜
粋
）

（
平
成

29
年

6月
6日

す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部
）

（
平
成

29
年
度
）

○
「
婦
人
保
護
事
業
等
に
お
け
る
支
援
実
態
等
に
関
す
る
調
査
研
究
」
及
び
「
婦
人
保
護
施
設
に
お
け

る
性
暴
力
を
受
け
た
被
害
者
に
対
す
る
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
実
施
。

（
別
添
１
、
２
参
照
）

（
平
成

30
年
度
）

○
調
査
結
果
や
こ
れ
ま
で
の
議
論
等
を
踏
ま
え
、
課
題
の
整
理
を
行
い
、
関
係
府
省
と
も
連
携
し
つ
つ
、

必
要
な
見
直
し
の
検
討
を
進
め
る
。
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「婦
人
保
護
事
業
等
に
お
け
る
支
援
実
態
等
に
関
す
る
調
査
研
究
（
平
成

29
年
度
）
」に
つ
い
て

（
平
成

29
年
度
先
駆
的
ケ
ア
策
定
・検
証
調
査
事
業
）

＜
調
査
研
究
の
目
的
＞

○
婦
人
保
護
事
業
に
お
け
る
支
援
内
容
等
の
実
態
を
把
握
し、
今
後
の
婦
人
保
護
事
業
の
見
直
しに
向
け
た
課
題
等
に
つ
い
て
基
礎
資
料
を

得
る
こと
を
目
的
とす
る
。ま
た
、昨

今
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
、婦

人
保
護
事
業
と児

童
福
祉
法
に
基
づ
く支
援
との
狭
間
に
あ
る
若
年
女
性
の

支
援
ニ
ー
ズ
等
に
つ
い
て
も
情
報
収
集
を
行
う。

＜
調
査
研
究
の
視
点
＞

①
支
援
対
象
とな
る
女
性
の
範
囲
の
明
確
化

②
利
用
者
の
支
援
ニ
ー
ズ
や
特
性
に
応
じた
支
援
の
提
供
実
態
・課
題
の
把
握

③
民
間
団
体
との
連
携
状
況

④
支
援
に
つ
な
が
らな
い
ケ
ー
ス
の
把
握

⑤
第
三
者
評
価
・権
利
擁
護
の
仕
組
に
関
す
る
状
況

＜
調
査
対
象
・調
査
項
目
＞

○
都
道
府
県
主
管
課

組
織
体
制
、婦

人
相
談
員
の
配
置
状
況
、婦

人
保
護
事
業
の
取
組
方
針
、関

係
予
算
の
状
況
、民

間
へ
の
事
業
委
託
等
の
状
況

等
○

婦
人
相
談
所
（
一
時
保
護
所
）

組
織
体
制
、相

談
業
務
の
実
施
状
況
、一

時
保
護
の
実
施
状
況
、支

援
ニ
ー
ズ
へ
の
充
足
の
状
況
、対

象
属
性
ご
との
支
援
方
針
・支
援
の

状
況
、同

伴
児
童
の
受
入
状
況
、心

理
的
ケ
ア
の
実
施
状
況
、支

援
に
つ
な
が
らな
い
ケ
ー
ス
の
状
況
、民

間
団
体
との
連
携
状
況

等
○

婦
人
保
護
施
設

組
織
体
制
、措

置
入
所
の
実
施
状
況
、一

時
保
護
委
託
の
実
施
状
況
、心

理
的
ケ
ア
の
実
施
状
況
、対

象
属
性
ご
との
支
援
の
状
況
、婦

人
相
談
所
か
らの
情
報
提
供
、退

所
後
の
ア
フタ
ー
ケ
ア
の
状
況
、関

係
機
関
との
連
携
状
況

等
○

婦
人
相
談
員

相
談
業
務
の
実
施
状
況
、所

属
機
関
に
お
け
る
役
割
分
担
、情

報
共
有
・連
携
の
状
況
、対

象
属
性
ご
との
支
援
課
題
、所

属
機
関
に
お
け

る
民
間
団
体
との
連
携
の
状
況
、支

援
に
つ
な
が
らな
い
ケ
ー
ス
の
状
況

等

（
別
添
１
）
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「婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
性
暴
力
を
受
け
た
被
害
者
に
対
す
る
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る

調
査
研
究
（
平
成

29
年
度
）
」に
つ
い
て
（
平
成

29
年
度
先
駆
的
ケ
ア
策
定
・検
証
調
査
事
業
）

＜
調
査
研
究
の
目
的
＞

○
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
性
暴
力
被
害
者
の
支
援
実
態
等
を
明
らか
に
す
る
とと
も
に
、婦

人
保
護
施
設
に
お
け
る
性
暴
力
被
害
者
の
回
復

を
目
的
とし
た
支
援
プ
ログ
ラム
（
手
引
き
）
の
策
定
を
行
う。

＜
調
査
研
究
の
内
容
＞

（
1）

性
暴
力
被
害
者
の
支
援
実
態
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

○
調
査
項
目

・措
置
入
所
者
に
占
め
る
性
暴
力
被
害
を
受
け
た
と思

わ
れ
る
入
所
者
の
割
合
と主

訴
・性
暴
力
被
害
を
受
け
た
と思

わ
れ
る
入
所
者
の
回
復
に
向
け
た
支
援
に
か
か
る
婦
人
相
談
所
と婦

人
保
護
施
設
との
役
割
分
担

・性
暴
力
被
害
を
受
け
た
と思

わ
れ
る
入
所
者
へ
の
ア
セ
ス
メン
トに
関
す
る
取
組
状
況

・性
暴
力
被
害
を
受
け
た
と思

わ
れ
る
入
所
者
へ
の
措
置
入
所
中
に
お
け
る
支
援
内
容

・外
部
組
織
との
連
携
状
況

・ア
フタ
ー
ケ
ア
、継

続
的
支
援
に
関
す
る
取
組
状
況
、支

援
を
行
う上

で
の
課
題

等

（
２
）
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
手
引
き
）
の
策
定

○
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
成

１
．
性
暴
力
被
害
者
に
対
す
る
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
支
援
の
あ
り方

支
援
者
の
共
通
理
解
、性

暴
力
被
害
者
が
抱
え
る
困
難
、支

援
に
当
た
って
の
姿
勢

等
２
．
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
支
援
の
実
際

性
暴
力
被
害
を
主
訴
とし
て
入
所
した
ケ
ー
ス
、D

V被
害
を
主
訴
とし
て
入
所
した

D
V被

害
の
うち
性
暴
力
被
害
が
含
ま
れ
る
ケ
ー
ス

等
、い
くつ
か
の
ケ
ー
ス
ご
とに
、支

援
の
全
体
像
、支

援
内
容
、支

援
の
実
施
体
制
、リ
ス
ク管

理
、専

門
的
プ
ログ
ラム
の
導
入
ま
で
、実

例
に
即
して
紹
介

３
．
支
援
に
当
た
って
の
留
意
事
項
・課
題

性
暴
力
被
害
者
に
関
す
る
診
立
て
、ア
プ
ロー
チ
、職

員
と子

ども
の
関
わ
り、
同
伴
児
童
へ
の
支
援
、連

携
機
関
へ
の
引
継
ぎ
等

（
別
添
２
）
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若
年
被
害
女
性
等
支
援
モ
デ
ル
事
業
＜
新
規
＞

◆
困
難
を
抱
え
た
女
性
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
早
期
の
自
立
支
援
が
可

能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
若
年
被
害
女
性
等
に
対
し
て
、
公
的
機
関
・
施
設
と
民
間
支
援
団
体
と
が
密
接
に
連
携
し
、
ア
ウ
ト
リ

ー
チ
か
ら
居
場
所
の
確
保
、
公
的
機
関
や
施
設
へ
の
「
つ
な
ぎ
」
を
含
め
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
の

モ
デ
ル
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
。

＜
実
施
主
体
＞
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区

＜
補
助
率
＞
国

10
/1

0

若 年 被 害 女 性 等 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 被 害 者 等

家 出 少 女 ・ Ａ Ｖ 出 演 強 要 ・

＜
モ
デ
ル
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

★
４
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
若
年
（
被
害
）
女
性
の
早
期
か
ら
の
自

立
を
支
援

①
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
【
必
須
】

②
関
係
機
関
連
携
会
議
の
設
置
等

(関
係
機
関
と
の
連
携

)【
必
須
】

③
居
場
所
の
確
保
【
任
意
】

➃
自
立
支
援
【
任
意
】

民
間
団
体

都
道
府
県
・
市
・
特
別
区

事
業
の
全
部
又
は

一
部
を
委
託
可
能

＜
未
然
防
止
＞

◆
夜
間
見
回
り
・
声
か
け

◆
相
談
窓
口
の
開
設
（
電
話
・
メ
ー
ル
・

LI
N

E）

➀
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援

➂
居
場
所
の
確
保

◆
一
時
的
な
「
安
心
・
安
全
な
居
場
所
」
の
提
供
、

相
談
支
援
の
実
施

➃
自
立
支
援

◆
学
校
や
家
族
と
の
調
整
、
就
労
支
援
な
ど

自
立
に
向
け
た
支
援
を
実
施

国
補 助

➁
関
係
機
関
連
携
会
議
の
設
置
等
（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

◆
実
施
主
体
は
、
関
係
機
関
連
携
会
議
を
設
置
し
、
関
係
機
関
と
民
間
支
援
団
体
の
連
絡
・
調
整
を
図
る

◆
身
体
的
・
心
理
的
な
状
態
や
置
か
れ
て
い
る
状
況
等
に
応
じ
て
関
係
機
関
へ
つ
な
ぐ
（
同
行
支
援
を
含
む
）

警
察

児
童
相
談
所

婦
人
保
護
施
設

労
働
関
係
機
関

医
療
機
関

福
祉
事
務
所

婦
人
相
談
所

D
Vセ

ン
タ
ー

民
間
支
援
団
体

男
女
共
同
参
画
ｾﾝ
ﾀｰ

自
立
相
談
支
援
機
関
（
生
活
困
窮
者
制
度
）

（
児
童
虐
待
・D

V対
策
等
総
合
支
援
事
業

15
9億

円
の
内
数
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平
成
２

９
年
度
予

算
額

１
７

７
億
円

の
内
数

平
成

３
０
年

度
婦

人
保

護
事

業
関

係
予

算
の

概
要

１
婦

人
相

談
所
に
お

け
る
支
援

（
婦
人
相

談
所
運

営
費
負
担

金
）

１
７
百
万
円

○
婦
人
相
談
所
に
お
け
る

広
域
措
置
の
実
施

他
の
都

道
府
県
へ
の
広
域
措
置
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
を
他
の
都
道
府
県
の
婦
人
相
談

所
等
へ
移
送
す
る
た
め
に
必
要
な
旅
費
等
の
補
助
を
行
う
。

○
外
国
人
婦
女
子
緊
急
一

時
保
護
経
費

外
国
人
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者

等
を
保
護
し
た
際
の
通
訳
雇
い
上
げ
に
伴
う
費
用
や
関
係
機
関
と
の
連
絡
に
必
要
な
経
費

等
の
補
助
を
行
う
。

○
婦

人
相

談
所
に
お
け
る
一
時
保
護
の
実
施

職
員
の
人
件
費
、
入
所
者
の
食
費
や
被
服
費
な
ど
の
生
活
費
、
施
設
の
維
持
・管

理
費

○
婦
人
相
談
所
が
一
時

保
護
委
託
す
る
た
め
の
経
費

Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
状

況
に
応
じ
て
、
婦
人
相
談
所
が
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
の
適
切
な
委
託
契
約
施
設
へ
一
時
保
護
を
委
託
し
、
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。
ま
た
、
ス
トー

カ
ー
被
害
者
や
性
暴
力
・性

犯
罪
の
被
害
者
も
一
時

保
護
委
託
の
対
象
と
す
る
。

○
婦

人
保
護
施
設
に
お
け
る
保
護
・
自
立
支
援
に
必
要
な
経
費

職
員
の
人
件
費
、
入
所
者
の
食
費
や
被
服
費
な
ど
の
生
活
費
、
施
設
の
維
持
・管

理
費

婦
人
保
護
施
設
入
所
者
の
就
職
活
動
の
た
め
の
旅
費
を
支
給

様
々
な
困
難
な
課
題
を
抱
え
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
個
別
に
対
応
で
き
る
職
員
配
置
に
か
か
る
加
算
の
創
設
【新

規
】

○
心
理
療
法
担
当
職
員

の
配
置

婦
人
相
談
所
一
時

保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設

に
心
理
療
法
担
当
職
員
を
配
置
し
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
及
び
同
伴

家
族
の
心
理
的
ケ
ア
の
支
援
を
図
る
。

○
同
伴
児
童
の
ケ
ア
を

行
う
指
導
員
の
配
置

婦
人
相
談
所
一
時

保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設

に
同
伴
児
童
の
ケ
ア
を
行
う
指
導
員
を
配
置
し
、
虐
待
を
受
け
た
児
童
へ
の
ケ
ア
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
保
護
さ

れ
た
女
性
が
自
立
に
向
け
た
取
組
を
安
心
し
て
行
え
る
環
境
を
整
え
る
。

同
伴
児
童
の
ケ
ア
を
行
う
指
導
員
の
配
置
を
拡
充
す
る
。
※
（現

行
）最

大
3
名
ま
で
配
置
可
能
→
最
大
5
名
ま
で
配
置
可
能
【拡

充
】

○
夜
間
警
備
体
制
強
化

事
業

婦
人
相
談
所
一
時

保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設

の
夜
間
警
備
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
配
偶
者
の
暴
力
か
ら
逃
れ
て
入
所
し
て
い
る
被
害
者
や
職
員
の
安
全
の
確

保
を
図
る
。

○
婦

人
保
護
施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
移
行
支
援

地
域
生
活
移
行
支

援
を
賃
貸
物
件
を
活
用
し
て
実
施
す
る
場
合
に
、
建
物
の
賃
貸
料
の
一
部
を
措
置
費
に
算
定
す
る
。

○
婦

人
保
護
施
設
に
お
け
る
同
伴
児
童
の
入
進
学
支
度
金
の
支
給

婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
同
伴
児
童
が
、
小
学
校
、
中
学
校
、
又
は
高
等
学
校
に
入
進
学
し
た
場
合
の
入
進
学
支
度
金
を
支
給
す
る
。

２
婦

人
相
談

所
の
一
時
保
護
委
託
、
婦
人
保
護

施
設

に
お
け
る

自
立

支
援

２
３
億
円

婦
人

保
護
事
業
費
負
担
金

婦
人

保
護
事
業
費
補
助
金

→
平
成
３
０
年
度
予
算

１
８

２
億
円
の
内
数
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３
婦

人
相

談
員

活
動

強
化

（
児

童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ

対
策
等

総
合
支
援
事
業
）

１
５

９
億
円
の
内
数

○
婦
人
相
談
員
活
動
強

化
事
業

Ｄ
Ｖ
等
の
相
談
に
応
じ
る
婦
人
相
談
員
の
手
当
や
調
査
・指

導
の
た
め
の
旅
費
等
を
補
助
す
る
。

婦
人
相
談
員
に
よ
る
相
談
・支

援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
一
定
の
研
修
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
月
額
最
大
1
9
1
,8
0
0
円
（現

行
1
4
9
,3
0
0
円
）に

婦
人
相
談
員
手
当
を
引
き

上
げ
る
。
【拡

充
】

４
Ｄ

Ｖ
対

策
等

の
機

能
強
化

（
児

童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ

対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

１
５

９
億
円
の
内
数

○
婦
人
保
護
施
設
退
所

者
自
立
生
活
援
助
事
業

婦
人
保
護
施
設
に
生
活
援
助
指
導
員
を
配
置
し
、
対
象
者
の
来
所
等
へ
の
対
応
、
対
象
者
の
職
場
や
居
住
へ
訪
問
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
相
談
、
指
導
等
の
援
助
に

あ
た
る
。

○
休
日
夜
間
電
話
相
談

事
業

婦
人
相
談
所
に
お
い
て
、
電
話
相
談
員
を
配
置
し
、
休
日
及
び
夜
間
の
相
談
体
制
の
強
化
を
図
り
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
相
談
に
対
応
す
る
。

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

婦
人
相
談
所
と
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
会
議
や
ケ
ー
ス
会
議
を
開
催
し
、
連
携
の
強
化
を
図
る
。

○
婦

人
相
談
所
等
職
員
へ

の
専
門
研
修
事
業

婦
人
相
談
所
職
員

や
婦
人
相
談
員
等
、
直
接
被
害
者
か
ら
相
談
受
け
る
職
員
に
対
し
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
特
性
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
必
要
な
研
修
を

実
施
す
る
。
（年

3
回
）

○
法
的
対
応
機
能
強
化

事
業

婦
人
相
談
所
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
か
ら
の
離
婚
問
題
、
生
活
破
綻
問
題
及
び
在
留
資
格
等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
や
調
整
の
相
談
等
に
対
し
、
弁
護
士
等
に
よ
る

法
的
な
調
整
や
援
助

を
行
う
。

○
婦
人
相
談
所
一
時
保

護
所
入
所
者
個
別
対
応
強
化
事
業
【
創
設
】

婦
人
相
談
所
一
時

保
護
所
に
お
い
て
、
様
々
な
困
難
な
課
題
を
抱
え
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
き
め
細
か
な

支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
対
応
で
き
る
職
員
を
配
置
し
、
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

６
Ｄ

Ｖ
被

害
者

等
自

立
生
活
援
助
モ
デ
ル
事

業
（

児
童

虐
待

・
Ｄ
Ｖ

対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

１
５

９
億
円
の
内
数

婦
人
相
談
所
に
お
い
て
一
時
保
護
さ
れ
た
者
な
ど
が
、
地
域
で
自
立
し
、
定
着
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
モ
デ
ル
事
業
。

５
若

年
被

害
女

性
等

支
援
モ
デ
ル
事
業
の
創

設
（

児
童

虐
待

・
Ｄ
Ｖ

対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

１
５

９
億
円
の
内
数

若
年
被
害
女
性
等
に
対
し
て
、
公
的
機
関
と
民
間
支
援
団

体
が
密
接
に
連
携
し
、
ア
ウ
トリ

ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
や
居
場

所
の
確
保
等
を
行
う
モ
デ
ル
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
。 6



婦人保護事業の在り方の検討 

担当府省：厚生労働省 

第 ４ 次 男 女 共 同 参 画

基 本 計 画 に お け る 記

載箇所  

第７分野  女性に対するあらゆる暴力の根絶 

２  配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 

女 性 活 躍

加 速 の た

め の 重 点

方針 2017

との関連  

通し番号  129 

記載箇所  Ⅱ  女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現 

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶 

（４）配偶者等からの暴力の被害者への支援の充実等 

②婦人保護事業の在り方の検討

女 性 活 躍

加 速 の た

め の 重 点

方針 2016

との関連  

通し番号  90 

記載箇所  Ⅱ  女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現 

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶 

（３）配偶者等からの暴力の被害者への支援の充実等 

①②

女 性 活 躍

加 速 の た

め の 重 点

方針 2015

との関連  

通し番号  ―  

記載箇所  ―  

ヒアリング項目：
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